
農地法第３条許可申請に伴う意見書 

 

  今般、貴職が担当される管内において、次のとおり農地法第３条第１項に規定する許可申請を行うにあたり、意見を求めます。   １．申請者の氏名等                          ※申請者が記入ください。※申請者が記入ください。※申請者が記入ください。※申請者が記入ください。    申請者 氏  名 年齢 職 業 住  所 譲渡人     譲受人        ２．許可を受けようとする農地及び申請の内容 別添、許可申請書のとおり    上記の申請について、農地法第３条の許可の基準により審査したので、意見を添えて報告します。  ≪許可基準≫       ※ 許可申請書の内容を次の基準により審査してください。 要件 ポイント 意    見 ① 
すべての 効率利用  □ 妥当である   □ 妥当ではない（改善が必要）  ② 
農 作 業 常時従事  □ 妥当である   □ 妥当ではない（改善が必要）  ③ 
地域との 調 和  □ 妥当である   □ 妥当ではない（改善が必要）  ※ 該当の□にチェックし、妥当でない場合は〔    〕に改善点等をご記入ください。 

その他意見  
※ 本申請に対する総合的な判断、権利移動に対する意見をご記入ください。      ※ 太枠内は、推進委員が記入。  令和   年   月   日      農地利用最適化推進委員 氏名           ㊞  ※ご記入の上、書類を受け取られてから１週間以内に農業委員会事務局（役場秦荘庁舎内）までお届けください。  もしくは申請者に返却いただき、申請者が事務局に提出ください。 

申請農地を含め、経営農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うと認めることができるか。 申請者または世帯員等が、農地の取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事（原則年間 150 日以上）すると認められるか。 申請農地周辺の土地利用計画や水利調整、地域の共同活動等との調整を図る計画となっているか。地域の実勢と比べ極端に高額な賃借料となっていないか。 
 

本意見書を許可申請書に添付して、担当地区の農地利用最適化推進委員の事前審査を受けてください。 


